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市
で
は
、
市
内
を
は
じ
め
、

県
内
外
の
皆
さ
ん
か
ら
の
寄

付
金
を
「
登
米
市
ふ
る
さ
と

応
援
寄
附
金
」
と
し
て
収
入

し
「
ふ
る
さ
と
応
援
基
金
」

な
ど
の
基
金
に
積
み
立
て
た

後
、
寄
付
者
の
意
向
に
沿
っ

た
事
業
の
経
費
に
充
て
て
い

ま
す
。
平
成
26
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま

で
に
１
２
５
６
万
７
２
５
０

円（
80
件
）の
寄
付
金
を
い
た

だ
き
、
ふ
る
さ
と
応
援
基
金

に
７
５
６
万
７
２
５
０
円（
79

件
）、
上
杉
奨
学
金
貸
付
基
金

に
５
０
０
万
円（
１
件
）を
積
み

立
て
ま
し
た
。
な
お
、
平
成
26

年
度
中
に
各
種
事
業
で
活
用
す

る
た
め
、
８
２
７
万
９
２
９
４

円
を
支
出
し
て
い
ま
す【
表

１
】。【
表
２
】は
平
成
27
年
３

月
31
日
現
在
の
ふ
る
さ
と
応
援

基
金
の
積
立
額
で
す
。平

成
27
年

４
月
１
日
か
ら
、
市
外
に
在
住

す
る
１
万
円
以
上
の
寄
付
者
を

対
象
に
、
金
額
に
応
じ
て
ポ

イ
ン
ト
を
進
呈
し
て
い
ま
す
。

１
０
２
種
類
の
謝
礼
品
の
中
か

ら
、
保
有
ポ
イ
ン
ト
の
範
囲
内

で
お
好
き
な
商
品
を
選
べ
ま

す
。

　

謝
礼
品
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
が
、

対
象
者
に
は
個
別
に
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
版
の
謝
礼
品
カ
タ
ロ
グ
を

送
付
し
ま
す（
※
市
内
在
住
で
、

３
万
円
以
上
寄
付
さ
れ
た
人
に

は
、
別
途
謝
礼
品
を
ご
用
意
し

て
い
ま
す
）。

総
務
部
総
務

課（
財
産
係
）
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事前の申し
込みは不要です。なお、
傍聴者からの質問は受け
付けませんのでご了承く
ださい。

評価結果は市の
最終判断ではありませんが、結果を参考に予算編成
や今後の行政活動の改善に向けて取り組んでいきま
す。

企画部企画政策課（行政改革推進係）
☎ 0220（22）2147

　

本
年
８
月
１
日
か
ら
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
、
施
設
入
所
者
の
負
担
割

合
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

　

収
入
が
年
金
の
み
の
場
合
は
年
収

２
８
０
万
円
以
上
の
人
が
、
年
金
以

外
の
収
入
が
あ
る
場
合
は
合
計
所
得

金
額
が
１
６
０
万
円
以
上
の
人
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
を
対
象

に
新
た
に「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

を
交
付
し
ま
す
。
新
し
い
負
担
割
合

は
こ
の
負
担
割
合
証
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

市
民
税
の
課
税
所
得
１
４
５
万
円

以
上
の
人
が
い
る
場
合
は
対
象
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
65
歳
以
上
の

人
が
単
身
で
収
入
が
３
８
３
万
円

未
満
、
２
人
以
上
で
収
入
合
計
が

５
２
０
万
円
未
満
の
場
合
は
、
負
担

上
限
軽
減
の
申
請
を
す
る
こ
と
で
、

基
準
額
が
３
万
７
２
０
０
円
に
な
り

ま
す
。

た
だ
し
、
配
偶
者
が
市
民
税
を
課

税
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
預
貯

金
な
ど（
現
金
、
有
価
証
券
な
ど
も

含
む
）が
、
配
偶
者
が
い
る
人
は
合

計
２
千
万
円
、
い
な
い
人
は
１
千
万

円
を
超
え
る
場
合
に
は
軽
減
の
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

※
非
課
税
世
帯
と
は
、
世
帯
員
全
員

が
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世

帯
で
す
。
配
偶
者
は
別
世
帯
の
場
合

を
含
み
ま
す
。

　

食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
受

け
て
い
な
い
人
が
対
象
と
な
り
ま
す

（
世
帯
全
員
が
非
課
税
で
、
引
き
続

き
食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
受

け
る
人
の
相
部
屋
代
は
変
わ
り
ま
せ

ん
）。

◉
　

社
会
福
祉
法
人
な
ど
で
提
供
し
て

い
る
通
所
介
護
、
訪
問
介
護
、
短
期

入
所
生
活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護（
予
防
含
む
）、
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
場
合
の
サ
ー
ビ
ス
費
の
１
割

相
当
額
、
食
費
と
居
住
費（
滞
在
費
）

を
軽
減
し
ま
す
。

　

申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
福
祉

事
務
所
長
寿
介
護
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
事
務
所
長
寿

介
護
課（
介
護
給
付
係
）
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　行政サービスの質を向上させていくために、行政評
価委員が市民の視点で事業の改善に向けて助言をす
る外部評価を公開で実施します。

　

評価対象事業は、市ホームページまた
は総合支所市民課窓口のチラシをご覧ください。
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